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ＪＲＴ 日本いも類研究会(Japanese society of root and tuber crops)       ニュースレターNo.35   2002/2/4 
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第６回日本いも類研究会総会の開催について 

 第６回日本いも類研究会総会の開催につきましては，現在往復はがきにてご案内，出欠の確認をさ

せていただいておりますが，内容について詳細が決まりましたのでお知らせします。 

 なお，総会参加，宿泊希望の有無につきまして出来るだけ早くご返信いただきますようお願いします。 

 会員の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

【日 時】 

平成１４年２月２８日（木） １０：３０ ～ 

【場 所】 

南青山会館 大会議室  東京都港区南青山５－７－１０  TEL ０３－３４０６－１３６５ 

  （最寄り駅：営団地下鉄 表参道駅（銀座線・千代田線・半蔵門線） Ｂ３出口） 

 

プログラム 時間 

○ 開会 

○ 開会あいさつ    日本いも類研究会 梅村 芳樹 会長 

○ 来賓挨拶      農林水産省生産局特産振興課長（予定） 

 

○ 会員等からのレポート（研究成果・トピックス） 

・ みかど農産株式会社 中本 賢 代表取締役 

    「新しい甘しょ加工食品の開発について」 

・  農業技術研究機構北海道農業研究センター 津田 昌吾 研究員 

    「マイクロチューバーを種いもとする馬鈴しょのほ場生産特性」 

 

－ 昼   食 － 

・ 日本いも類研究会 梅村 芳樹 会長 

    「中国のじゃがいも事情」 

・ 農業技術研究機構作物研究所 中谷 誠 室長 

    「生食用紫いも新品種「関東１１７号」等甘しょの品種開発状況について」 

・ 野菜と文化のフォーラム 鈴木 康司  主宰 

    「いも類の需要拡大に向けて（～米国の「５ＡＤＡＹ運動」等の紹介～）」 

 

－ 休   憩 － 
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・ 尼いも倶楽部 浅野 弥三一 世話人 

    「尼いも倶楽部の活動状況について」 

・ カルビーポテト株式会社 田中 智 参与 

    「加工用馬鈴しょの新しい収穫システムについて」 

○ 総 会 

・平成 13 年度事業報告及び 14 年度事業計画等 

・会計監査報告 

・役員改選 

・会則の変更 

 

○ 事務局からのレポート 

○ 閉会あいさつ         日本いも類研究会 井 上 浩 副会長 

○ 閉 会 

 

○ 懇親会 

・出席者からの活動状況等の報告 

15:10～15:50 

 

15:50～16:30 

 

16:30～17:00 

 

 

 

 

 

17:00～17:10 

17:10～17:20 

17:20 

 

18:00～20:00 

 

 

 

 

遺伝子組換え馬鈴しょ加工品の食品表示について 

農林水産省生産局特産振興課いも類班 小寺和広 

 平成１３年９月２１日付けのＦＡＸニュースレター（第３３号）にて，ＪＡＳ法の遺伝子組換え食品の義務

表示対象品目に馬鈴しょ加工品を追加する件についてお知らせをしておりましたが，その後の検討状

況と今後の制度改正・適用のスケジュールについてお知らせいたします。 

 平成１３年７月１６日の第１回農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会において，「乾燥馬鈴し

ょ」，「冷凍馬鈴しょ」，「ポテトスナック菓子」，「これらを主な原材料とするもの」，「馬鈴しょ（調理用）を

主な原材料とするもの」を義務表示対象品目に追加することが了承され，また，平成１３年１０月２日の

第２回同部会において，「でん粉」と「でん粉を主な原材料とするもの」を義務表示対象品目に追加する

ことが了承されました。 

 この結果，馬鈴しょ加工品の全てが義務表示対象品目に加えられることになります。 

 

 
・「馬鈴しょ（調理用）を主な原材料とするもの」とは，生の加工原料用馬鈴しょ（生鮮食 
 品として販売されるものは除く）を主な原材料とするものであり，冷凍コロッケ，レトル 
 ト食品，弁当等が考えられます。 
 
・「主な原材料」とは，原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位３位までのもので， 
 かつ，原材料の重量に占める割合が５％以上のものをいいます。 
  製造時に水を添加した場合は，添加した水は原材料として換算しません。 

 

 その後，部会での検討結果を踏まえた表示基準の改正について，パブリックコメントの募集を経て，
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平成１４年１月３１日の農林物資規格調査会総会で別紙の内容で了承されたところであり，２月の初旬

には正式に官報告示がなされる見込みです。 

 また，今回の改正内容については，平成１５年１月１日から適用される予定となっています。 

 

別紙 

遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食品品

質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準の一部改正につい

て（案） 

平成１４年１月３１日           

農 林 水 産 省           

総合食料局品質課           

１ 改正の趣旨 

  遺伝子組換え食品の表示については，遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準

第７条第１項及び生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準

（以下「基準」という。）に基づく表示が平成１３年４月１日から義務付けられている。 

  この基準においては，農産物（大豆，とうもろこし，ばれいしょ等５農産物）のほか，加工工程後も組

み換えられた DNA 又はこれによって生じたタンパク質が残存する加工食品（豆腐，コーンスナック菓

子等２４食品群）を義務表示の対象品目としているが，義務表示対象品目については，基準附則第

２項に基づき，新しい遺伝子組換え食品の商品化の状況や検出方法に関する新たな知見等を踏ま

えて，毎年見直しを行うこととしており，農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会において，２回

にわたって検討が行われたところである。 

  その結果，義務表示の対象品目とされていなかったばれいしょ加工品について，新たな検出技術に

より DNA の残存が確認できたため，対象品目に追加することで部会の了承が得られた。よって，ば

れいしょ加工品を義務表示対象品目に追加するための所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

  別表２に次の６食品群を義務表示対象品目として加える。 

加  工  食  品 対象農産物 

25  冷凍ばれいしょ   ばれいしょ 

26  乾燥ばれいしょ   ばれいしょ 

27  ばれいしょでん粉   ばれいしょ 

28  ポテトスナック菓子   ばれいしょ 

29  第 25 号から第 28 号までを主な原材料とするもの   ばれいしょ 

30  ばれいしょ（調理用）を主な原材料とするもの   ばれいしょ 
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